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災害発生時における緊急応急工事の実施に向けた対応

北陸農政局九頭竜川下流農業水利事業所

北陸農政局九頭竜川下流農業水利事業所では、災害発生時における緊急応急工事の迅

速な実施に向け、次のような対応を行います。

（１）緊急応急工事の対応業者の特定

緊急応急工事の実施に当たっては、「災害発生時における緊急応急工事の契約手

続きフロー」（別紙１）に基づき、迅速に対応できる業者を特定する。

①基本情報一覧表

北陸農政局整備部防災課において、「北陸農政局における対象工事種別に係る

平成２５・２６年度一般競争（指名競争）参加資格を付与されている有資格者」

（以下「有資格者」という。）のうち、想定される緊急応急工事に対応した施工

実績（地すべり防止工、土留工、既製杭工、さく井工、砂防工事、道路工、水路

工、土工工事）を有する者（業者等級区分は、土木一式工事でＣ等級以上の認定

者）が記載された「基本情報一覧表」を準用する。

②緊急応急工事対応依頼業者の選定

緊急応急工事を実施する場合は、「基本情報一覧表」を基に緊急応急工事対応

依頼業者（以下「依頼業者」という。）として、災害発生市町村に本社、支店、

営業所を有する者及び当該市町村の区域で国営事業に係る工事発注が行われてい

る場合は当該受注業者を含め１０者を選定する（１０者以上となった場合は、資

格点数が高い者から１０者を選定し、１０者が確保できない場合は随時範囲を拡

大した中から資格点数の高い者を追加する）。

ただし、工事規模や工法等を基に工事の難易度等を判断し、等級区分が必要な

場合は等級を設定する。

③緊急応急工事等に関する情報提供（対応可否）の依頼

②により選定した依頼業者に「緊急応急工事等に関する情報提供（対応可否）

依頼調書」（別紙２）（以下「依頼調書」という。）により被害の概要及び工事の

内容を示し、対応の可否等に関する情報提供を依頼する。（ＦＡＸ等による）

④緊急応急工事等に関する情報提供（対応可否）の回答

依頼業者は、対応の可否及び工事着手可能日時等について、「依頼調書」によ

り回答する。（ＦＡＸ等による）

⑤緊急応急工事対応業者の特定

「依頼調書」により回答した依頼業者のうち、対応可能とする者の中から、

工事着手可能日時、派遣可能作業員数、調達可能主要資材量、調達可能主要機材

量を基に「緊急応急工事対応業者特定基準」（別紙３）による評価を行い、緊急

応急工事対応業者を特定する。

なお、施設機械が被災した場合は、その特殊性等を検討し、必要な場合は、機

器の製造メーカ等を緊急応急工事対応業者として特定することができるものとす

る。



別紙１

災害発生時における緊急応急工事の契約手続きフロー

Ⅰ【平時】

①基本情報一覧表

・「北陸農政局における対象工事種別に係る平成２５・２６年度一般競争（指名競争）参加資格を付

与されている有資格者」のうち、想定される緊急応急工事に対応した施工実績を有する者が記

載された「基本情報一覧表」を準用

Ⅱ【災害時】

②緊急応急工事対応依頼業者の選定

・「基本情報一覧表」を基に、災害発生市町村に本社、支店、営業所を有する者及び当該市町

村の区域で工事発注が行われている場合は当該受注業者を含め１０者を選定

③緊急応急工事等に関する情報提供（対応可否）の依頼

・②により選定した「依頼業者」に「依頼調書」により被害の概要及び工事の内容を示し、対応の

可否等に関する情報の提供を依頼

④緊急応急工事等に関する情報提供（対応可否）の回答

・「依頼業者」は、対応の可否及び工事着手可能日時等について、「依頼調書」により回答

⑤緊急応急工事対応業者の特定

・「依頼調書」により回答した「依頼業者」のうち、対応可能とする者の中から、工事着手可能日時

等を基に「緊急応急工事対応業者特定基準」（別紙３）による評価を行い、緊急応急工事対応業者を

特定

なお、施設機械が被災した場合は、その特殊性等を検討し、必要な場合は、機器の製造

メーカ等を緊急応急工事対応業者として特定することができる

⑥請負契約の締結

・見積を依頼

・見積書の提出を受けて速やかに工事請負契約を締結

⑦着工
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別紙２

回答期限

回答日時

【記載方法】
・「緊急応急工事対応」については、「可能」、「不可能」のどちらかに「○」を付すこと。
・ 着工可能日時が現場着工指示日時より遅れる場合は、特定しない。
・「緊急応急工事対応可能」な場合は、会社名、住所、対応者、対応内容を記入すること。
・「緊急応急工事対応不可能」な場合は、会社名のみ記入すること。
・ 土木施工管理技士について、「１級」「２級」のどちらかに「○」を付すこと。
・ 対応内容について、着手可能日における時刻・数量を記入すること。
・「回答日時」は、対応責任者が回答の発信時に記入すること。
・ 太枠内を記入すること。

緊急応急工事等に関する情報提供（対応可否）依頼調書 平成　　年　　月　　日　　時

被害の概要 協力要請内容

日　　時  平成　　年　　月　　日　　時　　分
現場着工指示日時
（予定）

 平成　　年　　月　　日　　時

平成　　年　　月　　日　　時

場　　所  　　県　　市　　　地先 想定工期  　　　　日間

被災状況 工事概要

会　社　名 緊 急 応 急 工 事 対 応

住　　　所 可能 不可能

区　　　分
対　応　者 対　応　内　容

対応責任者 対応技術者

着工可能
日　　時

着工可能日
における
派遣可能人員
（作業員）

着工可能日における主要資機材の数量
氏　　名

所属部署名・役職

電話番号(会社)

（人）

② ③①

土木施工管理技士 １級　　２級

メールアドレス(会社)

携帯電話ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

携帯電話

ＦＡＸ番号(会社)

緊 急 
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＜記載例＞

回答期限

（株）○○建設

○○市○○町○－○－○ 回答日時

【記載方法】
・「緊急応急工事対応」については、「可能」、「不可能」のどちらかに「○」を付すこと。
・ 着工可能日時が現場着工指示日時より遅れる場合は、特定しない。
・「緊急応急工事対応可能」な場合は、会社名、住所、対応者、対応内容を記入すること。
・「緊急応急工事対応不可能」な場合は、会社名のみ記入すること。
・ 土木施工管理技士について、「１級」「２級」のどちらかに「○」を付すこと。
・ 対応内容について、着手可能日における時刻・数量を記入すること。
・「回答日時」は、対応責任者が回答の発信時に記入すること。
・ 太枠内を記入すること。

大型土のう３５袋
塩ビ管VPφ40　15本

現場着工指示日時
（予定）

想定工期

工事概要

携帯電話ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

②

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ5.5kw級

平成２○年４月１２日１１時

ＦＡＸ番号(会社)

①

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6㎥級

（３台）

１３日　９時 １０人 ２台 ２台

対応技術者

農林　次郎

住　　　所 可能 不可能

電話番号(会社)

対応責任者

氏　　名

所属部署名・役職 本社 技術部 技術部長

農林　太郎

区　　　分
対　応　者

0XXX－XXX-XXXX

0XXX－XXX-XXX9 （人）

対　応　内　容

着工可能日における主要資機材の数量

着工可能
日　　時

着工可能日
における
派遣可能人員
（作業員）

③

大型土のう（３０袋）

塩ビ管VPφ40　13本（３台）

土木施工管理技士 １級　　２級

メールアドレス(会社)

携帯電話

****＠***.***

090-XXXX-XXXX

****＠***.***

090-XXXX-XXXX

****＠***.***

緊急応急工事等に関する情報提供（対応可否）依頼調書

被害の概要

会　社　名

日　　時

場　　所

協力要請内容

緊 急 応 急 工 事 対 応

平成２○年４月１２日１２時

被災状況

 ○○市○○地区において地すべりによると思われる亀裂が○月
○日住宅敷地内に発生。地盤は約○cm/日(4月10日現在)で活動し
ており累積水平移動量は１週間で約○ｍとなっている。現在も観
測井の水位が上昇していることから、更に被害が拡大する可能性
がある。

 ○○県○○市　○○地先

 平成２○年４月１３日１２時

 ２０日間

・ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ工（経200㎜、深さ30m/本）１本
・水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工（経40㎜、延長50m/本）１本
・大型土のう　３０袋
・土砂撤去、運搬(L=2km)　１００m3

 平成２○年４月１１日１４時００分

緊 急 

緑：北陸農政局にて記入 

赤：緊急応急工事対応可否情報提供 

  依頼業者にて記入 
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別紙３  

緊急応急工事対応業者 特定基準 

評 価 項 目 評    価    基    準 評価
点数 

 
① 緊急応急工事 

 着工可能日時 

 対応可能業者の中で最も早く現場着工が可能な業者に最

大５０点を与え、最も遅い業者は１０点とする。２番目以

降の業者については、順位に応じて按分して求められる点

数とする。 

（算定式）対応可能業者がｍで、ｎ番目に工事着手が可能

な業者の点数：５０点－｛（５０点－１０）／（ｍ－１）

×（ｎ－１）｝ 

最大 
５０点 

 
最低 
１０点 

対応不可能 欠格 

着工可能日時が現場着工指示日時より遅れる場合 欠格 
 
 
 
 
 
 
 
着 
工 
可 
能 
日 
に 
お 
け 
る 
数 
量 

 
②派遣可能人員 

（作業員）

 対応可能業者の中で派遣可能人員（作業員）が最も多い

業者に最大３０点を与え、最も少ない業者は１０点とする。

２番目以降の業者については、派遣可能人員（作業員）に

応じて按分して求められる点数とする。 

（算定式）対応可能業者がｍで、ｎ番目に派遣可能人員が

多い業者の点数：３０点－｛（３０点－１０）／（ｍ－

１）×（ｎ－１）｝ 

最大 
３０点 

 
最低 
１０点 

対応不可 欠格 
 
③主要資材の量 

主要資材の調達が全量可能な業者 １０点 

主要資材の調達が半数以上可能な業者 ７点 

主要資材の調達が半数未満可能な業者 ３点 

対応不可 欠格 
 
④主要機材の量 

主要機材の調達が全量可能な業者 １０点 

主要機材の調達が半数以上可能な業者 ７点 

主要機材の調達が半数未満可能な業者 ３点 

対応不可 欠格 

※小数点以下は四捨五入とする。 

 


